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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）による無線通信のための方法であって、
　アップリンクにおける送信のための、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）動作のた
めの基準として用いるための第１の基準サブフレーム構成を識別することと、
　少なくとも１つのノードによるダウンリンクにおける送信のための、ＨＡＲＱ動作のた
めの基準として用いるための第２の基準サブフレーム構成を識別することと、
　前記第１および前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて、前記アップリンクおよび
前記ダウンリンクで、前記少なくとも１つのノードと通信することと、
　前記アップリンクにおけるスケジューリングのためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）
フォーマットにおける情報フィールドを、前記第２の基準サブフレーム構成に依存して、
ダウンリンク割当の合計数を示すダウンリンク割当フィールドとして、解釈することと、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記アップリンクにおける送信を送信するためのおよび前記ダウンリンクにおける送信
を受信するための現在のサブフレーム構成を識別すること、ここにおいて、前記現在のサ
ブフレーム構成は、前記第１または前記第２の基準サブフレーム構成のうちの少なくとも
１つとは異なる、をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ダウンリンクにおける送信のための前記第２の基準サブフレーム構成は、少なくと
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も２つの基準サブフレーム構成から識別され、
　特に、ここにおいて、前記少なくとも２つの基準サブフレーム構成は、時分割複信（Ｔ
ＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成＃２およびＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成＃５、または、５ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬサブフレーム構成および１０ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブ
フレーム構成、のうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記情報フィールドは、アップリンク・インデクス・フィールドを備え、
　前記解釈することは、前記第２の基準サブフレーム構成が、時分割複信（ＴＤＤ）アッ
プリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成＃０でない場合、前記ダウンリ
ンク割当フィールドとして、前記アップリンク・インデクス・フィールドを解釈し、前記
第２の基準サブフレーム構成が、前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成＃０である場
合、スケジュールされるべき１つまたは複数のアップリンク・サブフレームを示すアップ
リンク・インデクス・フィールドとして、前記アップリンク・インデクス・フィールドを
解釈することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ダウンリンクにおける送信のための少なくとも前記第２の基準サブフレーム構成は
、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して準静的に受信される、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記アップリンクにおける送信のための少なくとも前記第１の基準サブフレーム構成は
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ１を含むブロードキャスト・シグナリングを介
して受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記アップリンクのためのＨＡＲＱタイミング、スケジューリング・タイミング、また
はＨＡＲＱ処理の数のうちの少なくとも１つを、前記第１の基準サブフレーム構成に基づ
いて決定することと、
　前記ダウンリンクのためのＨＡＲＱタイミング、またはＨＡＲＱ処理の数のうちの少な
くとも１つを、前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて決定することと、をさらに備
える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　周期的なスケジューリング要求および周期的なチャネル状態情報フィードバックのうち
の少なくとも１つを前記ＵＥが送信するか否かを、前記第２の基準サブフレーム構成に基
づいて決定すること、をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ＨＡＲＱ動作のための基準として用いるための前記第１および第２の基準サブフレーム
構成は、ＨＡＲＱタイミングを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　基地局（ＢＳ）による無線通信のための方法であって、
　少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）によるアップリンクにおける送信のための、ハイ
ブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）動作のための基準として用いるための第１の基準サブ
フレーム構成を識別することと、
　ダウンリンクにおける送信のための、ＨＡＲＱ動作のための基準として用いるための第
２の基準サブフレーム構成を識別することと、
　前記第１および前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて、前記アップリンクおよび
前記ダウンリンクで前記少なくとも１つのＵＥと通信することと、
　前記アップリンクにおけるスケジューリングのためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）
フォーマットにおける情報フィールドで、前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて、
ダウンリンク割当の合計数を示すダウンリンク割当情報を提供すること、を備える方法。
【請求項１１】
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　前記ダウンリンクにおける送信のための前記第２の基準サブフレーム構成は、５ミリ秒
のスイッチング周期の時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）
サブフレーム構成、または、１０ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフ
レーム構成のうちの少なくとも１つから識別される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記情報フィールドは、アップリンク・インデクス・フィールドを備え、
　前記ダウンリンク割当情報を提供することは、前記第２の基準サブフレーム構成が、時
分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成＃０で
ない場合、前記ダウンリンク割当情報を、前記アップリンク・インデクス・フィールドで
提供し、前記第２の基準サブフレーム構成が、前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成
＃０である場合、スケジュールされるべき１つまたは複数のアップリンク・サブフレーム
を示す情報を、前記アップリンク・インデクス・フィールドで提供することを含む、請求
項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ダウンリンクにおける送信のための少なくとも前記第２の基準サブフレーム構成は
、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して準静的にシグナルされる、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記アップリンクにおける送信のための少なくとも前記第１の基準サブフレーム構成は
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ１を介してシグナルされる、請求項１０に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記ＢＳが前記ＵＥと通信するネットワークの負荷、または、実際のトラフィックに基
づいて、前記アップリンクにおける送信、または、前記ダウンリンクにおける送信のうち
の少なくとも１つのための第３の基準サブフレーム構成を識別すること、をさらに備える
請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　ＨＡＲＱ動作のための基準として用いるための前記第１および第２の基準サブフレーム
構成は、ＨＡＲＱタイミングを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　無線通信のための装置であって、
　アップリンクにおける送信のための、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）動作のた
めの基準として用いるための第１の基準サブフレーム構成を識別し、
　少なくとも１つのノードによるダウンリンクにおける送信のための、ＨＡＲＱ動作のた
めの基準として用いるための第２の基準サブフレーム構成を識別し、
　前記第１および前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて、前記アップリンクおよび
前記ダウンリンクで、前記少なくとも１つのノードと通信し、
　前記アップリンクにおけるスケジューリングのためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）
フォーマットにおける情報フィールドを、前記第２の基準サブフレーム構成に依存して、
ダウンリンク割当の合計数を示すダウンリンク割当フィールドとして、解釈する、
　ように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと、を備える装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサはさらに、前記アップリンクにおける送信を送信するためのおよび前記
ダウンリンクにおける送信を受信するための現在のサブフレーム構成を識別するように構
成され、ここにおいて、前記現在のサブフレーム構成は、前記第１または前記第２の基準
サブフレーム構成のうちの少なくとも１つとは異なる、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ダウンリンクにおける送信のための前記第２の基準サブフレーム構成は、少なくと
も２つの基準サブフレーム構成から識別され、前記少なくとも２つの基準サブフレーム構
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成は、５ミリ秒のスイッチング周期の時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク
（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成、および１０ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬサブフレーム構成を備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記情報フィールドは、アップリンク・インデクス・フィールドを備え、
　前記解釈することは、前記第２の基準サブフレーム構成が、時分割複信（ＴＤＤ）アッ
プリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成＃０でない場合、前記アップリ
ンク・インデクス・フィールドを、前記ダウンリンク割当フィールドとして解釈し、前記
第２の基準サブフレーム構成が、前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成＃０である場
合、前記アップリンク・インデクス・フィールドを、スケジュールされるべき１つまたは
複数のアップリンク・サブフレームを示すアップリンク・インデクス・フィールドとして
解釈することを含む請求項１７に記載の装置。
【請求項２１】
　前記プロセッサはさらに、前記ダウンリンクのための少なくとも前記第２の基準サブフ
レーム構成を、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して準静的に受信するよう
に構成された、請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ１を含むブロードキャスト・シグナリングを介
する前記アップリンクのための少なくとも前記第１の基準サブフレーム構成、請求項１７
に記載の装置。
【請求項２３】
　前記プロセッサはさらに、前記アップリンクのためのＨＡＲＱタイミング、スケジュー
リング・タイミング、またはＨＡＲＱ処理の数のうちの少なくとも１つを、前記第１の基
準サブフレーム構成に基づいて決定し、
　前記ダウンリンクのためのＨＡＲＱタイミング、またはＨＡＲＱ処理の数のうちの少な
くとも１つを、前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて決定する、ように構成された
、請求項１７に記載の装置。
【請求項２４】
　無線通信のための装置であって、
　少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）によるアップリンクにおける送信のための、ハイ
ブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）動作のための基準として用いるための第１の基準サブ
フレーム構成を識別し、
　ダウンリンクにおける送信のための、ＨＡＲＱ動作のための基準として用いるための第
２の基準サブフレーム構成を識別し、
　前記第１および前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて、前記アップリンクおよび
前記ダウンリンクで前記少なくとも１つのＵＥと通信し、
　前記アップリンクにおけるスケジューリングのためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）
フォーマットにおける情報フィールドで、前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて、
ダウンリンク割当の合計数を示すダウンリンク割当情報を提供する、
　ように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサに接続されたメモリと、を備える装置。
【請求項２５】
　前記ダウンリンクのための前記第２の基準サブフレーム構成は、少なくとも時分割複信
（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成＃２またはＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成＃５、または、５ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成または１０ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
サブフレーム構成、のうちの少なくとも１つから識別される、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記情報フィールドは、アップリンク・インデクス・フィールドを備え、
　前記ダウンリンク割当情報を提供することは、前記第２の基準サブフレーム構成が、時
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分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成＃０で
ない場合、前記ダウンリンク割当情報を、前記アップリンク・インデクス・フィールドで
提供し、前記第２の基準サブフレーム構成が、前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成
＃０である場合、スケジュールされるべき１つまたは複数のアップリンク・サブフレーム
を示す情報を、前記アップリンク・インデクス・フィールドで提供することを含む、請求
項２４に記載の装置。
【請求項２７】
　前記プロセッサはさらに、前記ダウンリンクのための少なくとも前記第２の基準サブフ
レーム構成を、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して準静的にシグナルする
ように構成された、請求項２４に記載の装置。
【請求項２８】
　前記プロセッサはさらに、前記アップリンクのための少なくとも前記第１の基準サブフ
レーム構成を、システム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ１を含むブロードキャスト・シグ
ナリングを介してシグナルするように構成された、請求項２４に記載の装置。
【請求項２９】
　前記プロセッサはさらに、前記装置が前記ＵＥと通信するネットワークの負荷、または
、実際のトラフィックに基づいて、前記アップリンクまたは前記ダウンリンクのうちの少
なくとも１つのための第３の基準サブフレーム構成を識別するように構成された、請求項
２４に記載の装置。
【請求項３０】
　コンピュータ上で実行されるとき請求項１から１６のいずれか１つに従って方法のステ
ップを実行するためのコンピュータ実行可能な命令を備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９の下の優先権主張
　[0001]本願は、全体が参照によって本明細書に明確に組み込まれている２０１３年４月
１２日出願の米国仮出願番号第６１／８１１，６４０号に対する優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示は、一般に無線通信に関し、さらに詳しくは、ＨＡＲＱ動作のために複数
のサブフレーム構成を適用するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]無線通信システムは、例えば電話技術、ビデオ、データ、メッセージング、およ
びブロードキャストのようなさまざまな通信サービスを提供するように広く開発された。
一般に、無線通信システムは、利用可能なシステム・リソース（例えば、帯域幅、送信電
力）を共有することにより、複数のユーザとの通信をサポートすることができる多元接続
技術を適用しうる。このような多元接続技術の例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）シス
テム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム
、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングル・キャリア周波数分割多元
接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同時符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭ
Ａ）システムを含む。
【０００４】
　[0004]これらの多元接続技術は、異種の無線デバイスが、市レベル、国レベル、地方レ
ベル、あるいは地球レベルでさえも通信することを可能にする共通のプロトコルを提供す
るために、さまざまな通信規格に採用されている。新興の通信規格の一例は、ロング・タ
ーム・エボリューション（ＬＴＥ）である。ＬＴＥ／ＬＴＥアドバンストは、第３世代パ
ートナーシップ計画（３ＧＰＰ）によって公布されたユニバーサル・モバイル通信システ
ム（ＵＭＴＳ）モバイル規格に対する強化のセットである。これは、スペクトル効率を改
善することによってモバイル・ブロードバンド・インターネット・アクセスを良好にサポ
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ートし、コストを低減し、サービスを改善し、新たなスペクトルを活用し、ダウンリンク
（ＤＬ）においてＯＦＤＭＡを、アップリンク（ＵＬ）においてＳＣ－ＦＤＭＡを、およ
び、多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を用いて他のオープンな規格と良好に統合す
るように設計されている。しかしながら、モバイル・ブロードバンド・アクセスに対する
需要が増加し続けているので、ＬＴＥ技術におけるさらなる改良の必要性が存在する。好
適には、これらの改善は、これらの技術を適用するその他の多元接続技術および通信規格
に適用可能であるべきである。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]本開示のある態様は、ユーザ機器（ＵＥ）による無線通信のための方法を提供す
る。この方法は一般に、アップリンクにおける送信のための、ハイブリッド自動反復要求
（ＨＡＲＱ）動作のための基準として用いるための第１の基準サブフレーム構成を識別す
ることと、ダウンリンクにおける送信のための、ＨＡＲＱ動作のための基準として用いる
ための第２の基準サブフレーム構成を識別することと、第１および第２の基準サブフレー
ム構成に基づいて、アップリンクおよびダウンリンクで、少なくとも１つのノードと通信
することと、を含む。
【０００６】
　[0006]本開示のある態様は、ｅＮＢによる無線通信のための方法を提供する。この方法
は一般に、アップリンクにおける送信のための、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）
動作のための基準として用いるための第１の基準サブフレーム構成を識別することと、ダ
ウンリンクにおける送信のための、ＨＡＲＱ動作のための基準として用いるための第２の
基準サブフレーム構成を識別することと、第１および第２の基準サブフレーム構成に基づ
いて、アップリンクおよびダウンリンクで少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）と通信す
ることと、を含む。
【０００７】
　[0007]本開示のある態様は、無線通信のための装置を提供する。この装置は一般に、プ
ロセッサ、およびプロセッサに結合されたメモリを含んでいる。プロセッサは、一般に、
構成される。
【０００８】
　[0008]本開示のある態様は、無線通信のための装置を提供する。この装置は一般に、プ
ロセッサ、およびプロセッサに結合されたメモリを含んでいる。プロセッサは、一般に、
アップリンクにおける送信のための、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）動作のため
の基準として用いるための第１の基準サブフレーム構成を識別し、ダウンリンクにおける
送信のための、ＨＡＲＱ動作のための基準として用いるための第２の基準サブフレーム構
成を識別し、第１および第２の基準サブフレーム構成に基づいて、アップリンクおよびダ
ウンリンクで、少なくとも１つのノードと通信し、アップリンクにおける送信のための、
ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）動作のための基準として用いるための第１の基準
サブフレーム構成を識別し、ダウンリンクにおける送信のための、ＨＡＲＱ動作のための
基準として用いるための第２の基準サブフレーム構成を識別し、第１および第２の基準サ
ブフレーム構成に基づいて、アップリンクおよびダウンリンクで少なくとも１つのユーザ
機器（ＵＥ）と通信する、ように構成される。
【０００９】
　[0009]態様は、一般に、実質的に、添付図面を参照して本明細書とともに記載され、添
付図面によって例示されたような、方法、装置、システム、コンピュータ・プログラム製
品、および処理システムを含む。「ＬＴＥ」は、一般に、ＬＴＥおよびＬＴＥアドバンス
ト（ＬＴＥ－Ａ）を称する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】[0010]図１は、ネットワーク・アーキテクチャの例を例示する図解である。
【図２】[0011]図２は、アクセス・ネットワークの例を例示する図解である。
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【図３】[0012]図３は、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の例を例示する図解である。
【図４】[0013]図４は、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の例を例示する図解である。
【図５】[0014]図５は、ユーザ・プレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコル・
アーキテクチャの例を例示する図解である。
【図６】[0015]図６は、本開示のある態様に従って、アクセス・ネットワークにおけるエ
ボルブド・ノードＢおよびユーザ機器の例を例示する図解である。
【図７】[0016]図７は、アップリンク／ダウンリンク・サブフレーム構成の典型的なリス
トを例示する。
【図８】[0017]図８は、例示的なサブフレーム・フレーム・フォーマットを例示する。
【図９】[0018]図９は、基準アップリンク／ダウンリンク・サブフレーム構成の例示的な
使用を例示する。
【図１０ａ】[0019]図１０ａおよび図１０ｂは、本開示のある態様に従って、２つのＤＬ
基準構成および１つのＵＬ基準構成を用いた例示的な使用を例示する。
【図１０ｂ】図１０ａおよび図１０ｂは、本開示のある態様に従って、２つのＤＬ基準構
成および１つのＵＬ基準構成を用いた例示的な使用を例示する。
【図１１ａ】[0020]図１１ａおよび図１１ｂは、本開示のある態様に従って、２つのＤＬ
基準構成および２つのＵＬ基準構成を用いた例示的な使用を例示する。
【図１１ｂ】図１１ａおよび図１１ｂは、本開示のある態様に従って、２つのＤＬ基準構
成および２つのＵＬ基準構成を用いた例示的な使用を例示する。
【図１２】[0021]図１２は、本開示のある態様に従って、干渉管理を実行するために、例
えばユーザ機器（ＵＥ）によって実行される例示的な動作を例示する。
【図１３】[0022]図１３は、本開示のある態様に従って、例えば、基地局によって実行さ
れる例示的な動作を例示する。
【図１４】[0023]図１４は、本開示のある態様に従って、例えば、ユーザ機器（ＵＥ）に
よって実行される例示的な動作を例示する。
【図１５】[0024]図１５は、本開示のある態様に従って、例えば、基地局によって実行さ
れる例示的な動作を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　[0025]添付図面とともに以下に説明する詳細な説明は、さまざまな構成の説明として意
図されており、本明細書に記載された概念が実現される唯一の構成を表すことは意図され
ていない。この詳細な説明は、さまざまな概念の完全な理解を提供することを目的とした
具体的な詳細を含んでいる。しかしながら、これらの概念は、これら具体的な詳細無しで
実現されうることが当業者に明らかになるであろう。いくつかの事例では、周知の構成お
よび構成要素が、このような概念を曖昧にすることを避けるために、ブロック図形式で示
されている。
【００１２】
　[0026]通信システムのいくつかの態様が、さまざまな装置および方法に対する参照を用
いて表されうる。これらの装置および方法は、さまざまなブロック、モジュール、構成要
素、回路、ステップ、処理、アルゴリズム等によって、後述する詳細な説明に記述されて
おり、添付図面に例示される。（集合的に「要素」と称される）これらの要素は、ハード
ウェア、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせを用いて実現されうる。それら要素が
ハードウェアとしてまたはソフトウェアとして実現されるかは、特定のアプリケーション
およびシステム全体に課せられている設計制約に依存する。
【００１３】
　[0027]例として、要素、要素の任意の部分、または、要素の任意の組み合わせは、１ま
たは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実現されうる。プロセッサの例は
、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フ
ィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス
（ＰＬＤ）、順序回路、ゲート・ロジック、ディスクリート・ハードウェア回路、および
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この開示の全体にわたって記載されたさまざまな機能を実行するように構成されたその他
の適切なハードウェアを含んでいる。処理システムにおける１または複数のプロセッサは
、ソフトウェアを実行しうる。ソフトウェアは、ソフトウェア／ファームウェア、ミドル
ウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、またはそれ以外で称されているかに関
わらず、命令群、命令群セット、コード、コード・セグメント、プログラム・コード、プ
ログラム、サブプログラム、ソフトウェア・モジュール、アプリケーション、ソフトウェ
ア・アプリケーション、パッケージ・ソフト、ファームウェア、ルーチン、サブルーチン
、オブジェクト、実行形式、実行スレッド、手順、機能等を意味するように広く解釈され
るものとする。
【００１４】
　[0028]したがって、１つまたは複数の典型的な実施形態では、記載された機能は、ハー
ドウェア、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせで実現されうる。ソフトウェアで実
現される場合、これら機能は、コンピュータ読取可能な媒体上に格納されるか、あるいは
、コンピュータ読取可能な媒体上の１または複数の命令群またはコードとして符号化され
うる。コンピュータ読取可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コン
ピュータによってアクセスされうる利用可能な任意の媒体である。例として、限定するこ
となく、そのようなコンピュータ読取可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登
録商標）、ＰＣＭ（相変化メモリ）、フラッシュ・メモリ、ＣＤ－ＲＯＭまたはその他の
光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶デバイス、または、
命令またはデータ構造の型式で所望のプログラム・コードを伝送または記憶するために使
用され、かつ、コンピュータによってアクセス可能であるその他任意の媒体を備えうる。
本明細書で使用されるようにディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は、コンパクト・ディ
スク（ｄｉｓｃ）（ＣＤ）、レーザ・ディスク（ｄｉｓｃ）（登録商標）、光ディスク（
ｄｉｓｃ）、デジタル多用途ディスク（ｄｉｓｃ）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）
ディスク（ｄｉｓｋ）、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（ｄｉｓｃ）を含む。ここ
で、ｄｉｓｋは通常、データを磁気的に再生し、ｄｉｓｃは、レーザを用いてデータを光
学的に再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ読取可能な媒体の範囲内に含ま
れるべきである。
【００１５】
　[0029]図１は、ＬＴＥネットワーク・アーキテクチャ１００を例示する図解である。Ｌ
ＴＥネットワーク・アーキテクチャ１００は、エボルブド・パケット・システム（ＥＰＳ
）１００と称されうる。ＥＰＳ１００は、１または複数のユーザ機器（ＵＥ）１０２、エ
ボルブドＵＭＴＳ地上無線アクセス・ネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）１０４、エボルブ
ド・パケット・コア（ＥＰＣ）１１０、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）１２０、および、
オペレータのＩＰサービス１２２を含みうる。ＥＰＳは、他のアクセス・ネットワークと
相互接続しうるが、簡略のために、これらエンティティ／インタフェースは図示していな
い。典型的なその他のアクセス・ネットワークは、ＩＰマルチメディア・サブシステム（
ＩＭＳ）ＰＤＮ、インターネットＰＤＮ、アドミニストレィティブＰＤＮ（例えば、プロ
ビジョニングＰＤＮ）、キャリア特有のＰＤＮ、オペレータ特有のＰＤＮ、および／また
はＧＰＳ　ＰＤＮを含みうる。図示されるように、ＥＰＳは、パケット交換サービスを提
供する。しかしながら、当業者であれば容易に認識するであろうが、本開示にわたって示
されているさまざまな概念は、回路交換サービスを提供しているネットワークに拡張され
うる。
【００１６】
　[0030]Ｅ－ＵＴＲＡＮは、エボルブド・ノードＢ（ｅＮＢ）１０６およびその他のｅＮ
Ｂ１０８を含んでいる。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２に向かうユーザ・プレーン・プロト
コルおよび制御プレーン・プロトコルの終了を提供する。ｅＮＢ１０６は、Ｘ２インタフ
ェース（例えば、バックホール）を経由して他のｅＮＢ１０８に接続されうる。ｅＮＢ１
０６はまた、基地局、基地トランシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシー
バ機能、基本サービス・セット（ＢＳＳ）、拡張サービス・セット（ＥＳＳ）、アクセス
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ポイント、または他のある適切な用語で称されうる。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２のため
に、ＥＰＣ１１０にアクセスポイントを提供しうる。ＵＥ１０２の例は、セルラ電話、ス
マートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ラップトップ、情報携帯端末
（ＰＤＡ）、衛星無線機、全地球測位システム、マルチメディア・デバイス、ビデオ・デ
バイス、デジタル・オーディオ・プレーヤ（例えば、ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム
機、タブレット、ネットブック、スマート・ブック、ウルトラブック、またはその他任意
の類似の機能デバイスを含む。ＵＥ１０２はまた、当業者によって、移動局、加入者局、
モバイル・ユニット、加入者ユニット、無線ユニット、遠隔ユニット、移動機、無線デバ
イス、無線通信デバイス、遠隔デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端
末、無線端末、遠隔端末、ハンドセット、ユーザ・エージェント、モバイル・クライアン
ト、クライアント、またはその他いくつかの適切な用語で称されうる。
【００１７】
　[0031]ｅＮＢ１０６は、Ｓ１インタフェースによってＥＰＣ１１０に接続される。ＥＰ
Ｃ１１０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１１２、その他のＭＭＥ１１４、サ
ービス提供ゲートウェイ１１６、およびパケット・データ・ネットワーク（ＰＤＮ）ゲー
トウェイ１１８を含んでいる。ＭＭＥ１１２は、ＵＥ１０２とＥＰＣ１１０との間のシグ
ナリングを処理する制御ノードである。一般に、ＭＭＥ１１２はベアラおよび接続管理を
提供する。すべてのユーザＩＰパケットは、ＰＤＮゲートウェイ１１８に接続されている
サービス提供ゲートウェイ１１６を介して転送される。ＰＤＮゲートウェイ１１８は、Ｕ
Ｅ　ＩＰアドレス割当のみならず、その他の機能も提供する。ＰＤＮゲートウェイ１１８
は、オペレータのＩＰサービス１２２に接続される。オペレータのＩＰサービス１２２は
、例えば、インターネット、イントラネット、ＩＰマルチメディア・サブシステム（ＩＭ
Ｓ）、およびＰＳ（パケット交換）ストリーミング・サービス（ＰＳＳ）を含みうる。こ
のように、ＵＥ１０２は、ＬＴＥネットワークを経由してＰＤＮに結合されうる。
【００１８】
　[0032]図２は、ＬＴＥネットワーク・アーキテクチャにおけるアクセス・ネットワーク
２００の例を例示する図解である。この例では、アクセス・ネットワーク２００は、多く
のセルラ領域（セル）２０２に分割される。１または複数の低電力クラスのｅＮＢ２０８
は、これらセル２０２のうちの１または複数とそれぞれオーバラップするセルラ領域２１
０を有しうる。低電力クラスｅＮＢ２０８は、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）と称されうる。
低電力クラスｅＮＢ２０８は、フェムト・セル（例えば、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ））、
ピコ・セル、またはミクロ・セルでありうる。マクロｅＮＢ２０４は各々、各セル２０２
に割り当てられ、セル２０２内のすべてのＵＥ２０６のためにＥＰＣ１１０へアクセスポ
イントを提供するように構成されている。アクセス・ネットワーク２００のこの例では、
中央コントローラは存在しないが、別の構成では、中央コントローラが使用されうる。ｅ
ＮＢ２０４は、無線ベアラ制御、許可制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュ
リティ、および、サービス提供ゲートウェイ１１６への接続を含むすべての無線関連機能
を担当する。ネットワーク２００はさらに、１つまたは複数のリレー（図示せず）を含み
うる。１つのアプリケーションに従うと、ＵＥが、リレーとして役立ちうる。
【００１９】
　[0033]アクセス・ネットワーク２００によって適用される変調および多元接続スキーム
は、展開されている特定の通信規格に依存して変動しうる。ＬＴＥアプリケーションでは
、周波数分割複信（ＦＤＤ）と時分割複信（ＴＤＤ）との両方をサポートするために、Ｄ
ＬでＯＦＤＭが使用され、ＵＬでＳＣ－ＦＤＭＡが使用される。当業者であれば、以下の
詳細記載から容易に認識するように、ここで示されたさまざまな概念が、ＬＴＥアプリケ
ーションにも同様に適合することを認識するであろう。しかしながら、これらの概念は、
その他の変調技術および多元接続技術を適用するその他の通信規格へ容易に拡張されうる
。例によれば、これらの概念は、エボリューション・データ・オプティマイズド（ＥＶ－
ＤＯ）またはウルトラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）へ拡張されうる。ＥＶ－Ｄ
ＯおよびＵＭＢは、ＣＤＭＡ２０００規格ファミリの一部として第３世代パートナーシッ
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プ計画２（３ＧＰＰ２）によって公布されたエア・インタフェース規格であり、移動局へ
のブロードバンド・インターネット・アクセスを提供するためにＣＤＭＡを適用する。こ
れらの概念は、例えばＴＤ－ＳＣＤＭＡのように、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録
商標））およびＣＤＭＡのその他の派生を適用するユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴ
ＲＡ）、ＴＤＭＡを適用するグローバル移動体通信（ＧＳＭ（登録商標））、ＯＦＤＭＡ
を適用するエボルブドＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド
（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ
）、ＩＥＥＥ８０２．２０、およびフラッシュＯＦＤＭ、へ拡張されうる。ＵＴＲＡ、Ｅ
－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、およびＧＳＭは、３ＧＰＰ組織からの文書に記載されて
いる。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、３ＧＰＰ２組織からの文書に記載されている。
適用されている実際の無線通信規格および多元接続技術は、特定のアプリケーションと、
システムに課せられている全体的な設計制約とに依存するであろう。
【００２０】
　[0034]ｅＮＢ２０４は、ＭＩＭＯ技術をサポートする複数のアンテナを有しうる。ＭＩ
ＭＯ技術を使用することにより、ｅＮＢ２０４は、空間多重化、ビームフォーミング、お
よび送信ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用できるようになる。空間多
重化は、同じ周波数で、異なるデータ・ストリームを同時に送信するために使用されうる
。データ・ストリームは、データ・レートを増加させるために単一のＵＥ２０６へ送信さ
れ、全体的なシステム容量を増加させるために、複数のＵＥ２０６へ送信されうる。これ
は、各々のデータ・ストリーム空間的にプリコーディングすること（例えば、振幅と位相
のスケーリングを適用すること）と、そしてＤＬにおける複数の送信アンテナを通して各
々の空間的にプリコードされたストリームを送信することとによって達成される。この空
間的にプリコードされたデータ・ストリームは、異なる空間シグニチャを持つＵＥ２０６
に到着し、これは、ＵＥ２０６の各々が、ＵＥ２０６のために指定された１または複数の
データ・ストリームを復元できるようにする。ＵＬでは、各ＵＥ２０６が、空間的にプリ
コードされたデータ・ストリームを送信する。これは、ｅＮＢ２０４が、空間的にプリコ
ードされた各データ・ストリームのソースを識別できるようにする。
【００２１】
　[0035]チャネル条件が良好な場合、空間多重化が一般に使用される。チャネル条件がさ
ほど好ましくない場合、送信エネルギを１または複数の方向に集中させるためにビームフ
ォーミングが使用されうる。これは、複数のアンテナを介した送信のために、データを空
間的にプリコードすることによって達成されうる。セルの端部において良好な有効通信範
囲を達成するために、単一ストリーム・ビームフォーミング送信が、送信ダイバーシティ
と組み合わされて使用されうる。
【００２２】
　[0036]以下に続く詳細な説明では、アクセス・ネットワークのさまざまな態様が、ＤＬ
でＯＦＤＭをサポートするＭＩＭＯシステムに関して記述されるだろう。ＯＦＤＭは、Ｏ
ＦＤＭシンボル内の多くのサブキャリアにおいてデータを変調するスペクトル拡散技術で
ある。サブキャリアは、正確な周波数で間隔があけられている。この間隔は、受信機が、
サブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性」を提供する。時間領域で
は、ＯＦＤＭ間シンボル干渉と格闘するために、各ＯＦＤＭシンボルにガード間隔（例え
ば、サイクリック・プレフィクス）が追加されうる。ＵＬは、高いピーク対平均電力比（
ＰＡＲＲ）を補償するために、ＤＦＴ拡散ＯＦＤＭ信号の形態でＳＣ－ＦＤＭＡを使用し
うる。
【００２３】
　[0037]図３は、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の例を例示する図解３００である。フ
レーム（１０ミリ秒）は、０～９のインデクスを有する、１０の等しいサイズのサブフレ
ームに分割されうる。各サブ・フレームは、２つの連続する時間スロットを含みうる。各
々がリソース・ブロックを含む２つの時間スロットを表すために、リソース・グリッドが
使用されうる。リソース・グリッドは、複数のリソース要素に分割される。ＬＴＥでは、
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リソース・ブロックは、各ＯＦＤＭシンボルにおける通常のサイクリック・プレフィクス
について、周波数領域において１２の連続するサブキャリアを、時間領域において７つの
連続するＯＦＤＭシンボルを、すなわち、８４のリソース要素を含んでいる。拡張された
サイクリック・プレフィクスのために、リソース・ブロックは、時間領域において６つの
連続したＯＦＤＭシンボルを含み、７２のリソース要素を有する。Ｒ３０２、Ｒ３０４と
して示されるようなリソース要素のうちのいくつかは、ＤＬ基準信号（ＤＬ－ＲＳ）を含
んでいる。ＤＬ－ＲＳは、（しばしば、共通ＲＳとも称される）セル特有のＲＳ（ＣＲＳ
）３０２と、ＵＥ特有のＲＳ（ＵＥ－ＲＳ）３０４とを含んでいる。ＵＥ－ＲＳ３０４は
、対応する物理ＤＬ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）がマップされるリソース・ブロックにお
いてのみ送信される。各リソース要素によって伝送されるビット数は、変調スキームに依
存する。したがって、ＵＥが受信するリソース・ブロックが増え、変調スキームが高くな
ると、ＵＥのためのデータ・レートが高くなる。
【００２４】
　[0038]ＬＴＥでは、ｅＮＢは、ｅＮＢにおける各セルについて、一次同期信号（ＰＳＳ
）と二次同期信号（ＳＳＳ）とを送信しうる。一次および二次同期信号は、通常のサイク
リック・プレフィクス（ＣＰ）の場合、各無線フレームのサブフレーム０および５の各々
において、シンボル期間６および５でそれぞれ送信されうる。これら同期信号は、ＵＥに
よって、セル検出および獲得のために使用されうる。ｅＮＢはまた、サブフレーム０のス
ロット１におけるシンボル期間０～３で、物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）
を送信しうる。ＰＢＣＨは、一定のシステム情報を伝送しうる。
【００２５】
　[0039]ｅＮＢは、各サブフレームの第１のシンボル期間で、物理制御フォーマット・イ
ンジケータ・チャネル（ＰＣＦＩＣＨ）を送信しうる。ＰＣＦＩＣＨは、制御チャネルの
ために使用されるシンボル期間の数（Ｍ）を伝えうる。ここで、Ｍは、１，２または３に
等しく、サブフレーム毎に変化しうる。Ｍはまた、例えば、１０未満のリソース・ブロッ
クのように、少ない数のシステム帯域幅に対して４に等しくなりうる。ｅＮＢは、各サブ
フレームの最初のＭ個のシンボル期間において、物理ＨＡＲＱインジケータ・チャネル（
ＰＨＩＣＨ）と物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）とを送信しうる。ＰＨＩＣ
Ｈは、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）をサポートするための情報を伝送しうる。
ＰＤＣＣＨは、ＵＥのためのリソース割当に関する情報と、ダウンリンク・チャネルのた
めの制御情報とを伝送しうる。ｅＮＢはまた、各サブフレームの残りのシンボル期間で、
物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を送信しうる。ＰＤＳＣＨは、ダウンリン
クで、データ送信のためにスケジュールされたＵＥのためのデータを伝送しうる。
【００２６】
　[0040]ｅＮＢは、ｅＮＢによって使用されるシステム帯域幅の中心１．０８ＭＨｚにお
いて、ＰＳＳ、ＳＳＳ、およびＰＢＣＨを送信しうる。ｅＮＢは、これらのチャネルが送
信される各シンボル期間におけるシステム帯域幅全体でＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを
送信しうる。ｅＮＢは、システム帯域幅のある部分において、ＵＥのグループにＰＤＣＣ
Ｈを送信しうる。ｅＮＢは、システム帯域幅の特定の部分で、特定のＵＥに、ＰＤＳＣＨ
を送信しうる。ｅＮＢは、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、およびＰＨＩＣＨ
を、ブロードキャスト方式ですべてのＵＥへ送信し、ＰＤＣＣＨを、ユニキャスト方式で
特定のＵＥへ送信し、また、ＰＤＳＣＨもユニキャスト方式で特定のＵＥへ送信しうる。
【００２７】
　[0041]各シンボル期間において、多くのリソース要素が利用可能でありうる。各リソー
ス要素（ＲＥ）は、１つのシンボル期間において１つのサブキャリアをカバーし、実数ま
たは複素数でありうる１つの変調シンボルを送信するために使用されうる。各シンボル期
間において、基準信号のために使用されないリソース要素は、リソース要素グループ（Ｒ
ＥＧ）へ構成されうる。各ＲＥＧは、１つのシンボル期間内に、４つのリソース要素を含
みうる。ＰＣＦＩＣＨは、シンボル期間０において、４つのＲＥＧを占有し得、これらは
、周波数にわたってほぼ等間隔に配置されうる。ＰＨＩＣＨは、１または複数の設定可能
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なシンボル期間内に３つのＲＥＧを占有し得、これらは、周波数にわたって分散されうる
。例えば、ＰＨＩＣＨのための３つのＲＥＧはすべて、シンボル期間０に属しうる。ある
いは、シンボル期間０，１，２に分散されうる。例えば、ＰＤＣＣＨは、最初のＭ個のシ
ンボル期間において、９個、１８個、３６個、または７２個のＲＥＧを占有し得、これら
は、利用可能なＲＥＧから選択されうる。複数のＲＥＧのある組み合わせのみが、ＰＤＣ
ＣＨのために許可されうる。本方法および装置の態様では、サブフレームは、１つよりも
多くのＰＤＣＣＨを含みうる。
【００２８】
　[0042]ＵＥは、ＰＨＩＣＨとＰＣＦＩＣＨとのために使用される特定のＲＥＧを認識し
うる。ＵＥは、ＰＤＣＣＨに関してＲＥＧの異なる組み合わせを探索しうる。探索する組
み合わせの数は、一般に、ＰＤＣＣＨのために許可された組み合わせ数よりも少ない。ｅ
ＮＢは、ＵＥが探索する組み合わせのうちの何れかのＵＥにＰＤＣＣＨを送信しうる。
【００２９】
　[0043]図４は、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の例を例示する図解４００である。Ｕ
Ｌのために利用可能なリソース・ブロックは、データ・セクションおよび制御セクション
に分割されうる。制御セクションは、システム帯域幅の２つの端部において形成され、設
定可能なサイズを有しうる。制御セクションにおけるリソース・ブロックは、制御情報の
送信のために、ＵＥへ割り当てられうる。データ・セクションは、制御セクションに含ま
れていないすべてのリソース・ブロックを含みうる。このＵＬフレーム構造の結果、デー
タ・セクションは、連続するサブキャリアを含むようになる。これによって、データ・セ
クションにおいて連続するサブキャリアのすべてが単一のＵＥに割り当てられるようにな
る。
【００３０】
　[0044]ＵＥは、ｅＮＢへ制御情報を送信するために、制御セクションにおいてリソース
・ブロック４１０ａ，４１０ｂを割り当てられうる。ＵＥはまた、ｅＮＢへデータを送信
するために、データ・セクションにおいてリソース・ブロック４２０ａ，４２０ｂを割り
当てられうる。ＵＥは、制御セクションにおいて割り当てられたリソース・ブロックで、
物理ＵＬ制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）で制御情報を送信しうる。ＵＥは、データ・セクシ
ョンにおいて割り当てられたリソース・ブロックで、物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳＣＨ
）で、データのみ、または、データと制御情報との両方を送信しうる。ＵＬ送信は、サブ
フレームの両スロットにおよび、周波数を越えてホップ（hop）しうる。
【００３１】
　[0045]物理ランダム・アクセス・チャネル（ＰＲＡＣＨ）４３０における初期システム
・アクセスの実行と、ＵＬ同期の達成とのために、リソース・ブロックのセットが使用さ
れうる。ＰＲＡＣＨ４３０は、ランダム・シーケンスを伝送するが、どのＵＬデータ／シ
グナリングも伝送することができない。ランダム・アクセス・プリアンブルは各々、６つ
の連続するリソース・ブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数は、ネットワー
クによって指定される。すなわち、ランダム・アクセス・プリアンブルの送信は、一定の
時間リソースおよび周波数リソースに制限される。ＰＲＡＣＨのための周波数ホッピング
は無い。ＰＲＡＣＨ試行は、単一のサブフレーム（１ミリ秒）で伝送されるか、少数の連
続したサブフレームのシーケンスで伝送されうる。そして、ＵＥは、フレーム（１０ミリ
秒）毎に１回のＰＲＡＣＨ試行しか行わないことがある。
【００３２】
　[0046]図５は、ＬＴＥにおけるユーザ・プレーンおよび制御プレーンのための無線プロ
トコル・アーキテクチャの例を例示する図解５００である。ＵＥおよびｅＮＢのための無
線プロトコル・アーキテクチャが、３つのレイヤ、レイヤ１、レイヤ２およびレイヤ３で
示される。レイヤ１（Ｌ１レイヤ）３０２は、最下位レイヤであり、さまざまな物理レイ
ヤ信号処理機能を実施する。Ｌ１レイヤは、本明細書では物理レイヤ５０６と称されるだ
ろう。レイヤ２（Ｌ２レイヤ）５０８は、物理レイヤ５０６の上にあり、物理レイヤ５０
６を介したＵＥとｅＮＢとの間のリンクを担当する。
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【００３３】
　[0047]ユーザ・プレーンでは、Ｌ２レイヤ５０８は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブ
レイヤ５１０と、無線リンク制御（ＲＬＣ）サブレイヤ５１２と、パケット・データ収束
プロトコル（ＰＤＣＰ）サブレイヤ５１４とを含む。これらは、ネットワーク側における
ｅＮＢにおいて終結する。図示されていないが、ＵＥは、ネットワーク側におけるＰＤＮ
ゲートウェイ１１８で終結するネットワーク・レイヤ（例えば、ＩＰレイヤ）を含む、Ｌ
２レイヤ５０８の上のいくつかの上部レイヤと、（例えば、遠くのエンドＵＥ、サーバ等
のような）接続の他端において終結するアプリケーション・レイヤとを有しうる。
【００３４】
　[0048]ＰＤＣＰサブレイヤ５１４は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化
を提供する。ＰＤＣＰサブレイヤ５１４はまた、無線送信オーバヘッドを低減するための
上部レイヤ・データ・パケットのヘッダ圧縮、データ・パケットを暗号化することによる
セキュリティ、および、ｅＮＢ間のＵＥのためのハンドオーバ・サポートを提供する。Ｒ
ＬＣサブレイヤ５１２は、上部レイヤ・データ・パケットのセグメント化および再アセン
ブリ、喪失したデータ・パケットの再送信、および、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲ
Ｑ）による順不同な受信を補償するためのデータ・パケットの並べ替えを提供する。ＭＡ
Ｃサブレイヤ５１０は、論理チャネルと伝送チャネルとの間の多重化を提供する。ＭＡＣ
サブレイヤ５１０はまた、１つのセル内のさまざまな無線リソース（例えば、リソース・
ブロック）を、ＵＥ間に割り当てることをも担当する。ＭＡＣサブレイヤ５１０はまた、
ＨＡＲＱ動作をも担当する。
【００３５】
　[0049]制御プレーンでは、ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロトコル・アーキテクチャ
は、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能が無いことを除いて、物理レイヤ５０６および
Ｌ２レイヤ５０８について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ３（Ｌ３レ
イヤ）に無線リソース制御（ＲＲＣ）サブレイヤ５１６を含んでいる。ＲＲＣサブレイヤ
５１６は、無線リソース（すなわち、無線ベアラ）を取得することと、ＲＲＣシグナリン
グを用いてｅＮＢとＵＥとの間に下部レイヤを設定することと、を担当する。
【００３６】
　[0050]図６は、アクセス・ネットワークにおいてＵＥ６５０と通信しているｅＮＢ６１
０のブロック図である。ＤＬでは、コア・ネットワークからの上部レイヤ・パケットが、
コントローラ／プロセッサ６７５へ提供される。コントローラ／プロセッサ６７５は、Ｌ
２レイヤの機能を実現する。ＤＬでは、コントローラ／プロセッサ６７５は、さまざまな
優先度判定基準に基づいて、ヘッダ圧縮、暗号化、パケット・セグメント化および並べ替
え、論理チャネルと伝送チャネルとの間の多重化、および、ＵＥ６５０への無線リソース
割当を提供する。さらに、コントローラ／プロセッサ６７５はまた、ＨＡＲＱ動作、喪失
パケットの再送信、およびＵＥ６５０へのシグナリングを担当する。
【００３７】
　[0051]ＴＸプロセッサ６１６は、Ｌ１レイヤ（すなわち、物理レイヤ）のためのさまざ
まな信号処理機能を実現する。この信号処理機能は、ＵＥ６５０におけるフォワード誤り
訂正（ＦＥＣ）を容易にするための符号化およびインタリービング、および、さまざまな
変調スキーム（例えば、二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）、四位相偏移変調（ＱＰＳＫ）、多
値位相偏移変調（Ｍ－ＰＳＫ）、多値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ））に基づく信号コンス
テレーションへのマッピング、を含む。符号化および変調されたシンボルは、その後、並
行なストリームへ分割される。各ストリームはその後、ＯＦＤＭサブキャリアへマップさ
れ、時間領域および／または周波数領域において基準信号（例えば、パイロット）ととも
に多重化され、その後、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）を用いてともに結合されること
により、時間領域ＯＦＤＭシンボル・ストリームを伝送する物理チャネルが生成される。
このＯＦＤＭストリームは、空間的にプリコードされ、複数の空間ストリームが生成され
る。チャネル推定器６７４からのチャネル推定値は、空間処理のためのみならず、符号化
および変調スキームを決定するためにも使用されうる。チャネル推定値は、ＵＥ６５０に
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よって送信されたチャネル状態フィードバックおよび／または基準信号から導出されうる
。各空間ストリームはその後、個別の送信機６１８ＴＸを介して別々のアンテナ６２０へ
提供される。各送信機６１８ＴＸは、送信のために、それぞれの空間ストリームを用いて
ＲＦキャリアを変調する。
【００３８】
　[0052]ＵＥ６５０では、各受信機６５４ＲＸが、それぞれのアンテナ６５２を介して信
号を受信する。各受信機６５４ＲＸは、ＲＦキャリアにおいて変調された情報を復元し、
この情報を、受信（ＲＸ）プロセッサ６５６へ提供する。ＲＸプロセッサ６５６は、Ｌ１
レイヤのさまざまな信号処理機能を実現する。ＲＸプロセッサ６５６は、この情報に対し
て空間処理を実行し、ＵＥ６５０に向けられた空間ストリームを復元する。複数の空間ス
トリームが、ＵＥ６５０に向けられている場合、これらは、ＲＸデータ・プロセッサ６５
６によって、単一のＯＦＤＭシンボル・ストリームへ結合されうる。ＲＸプロセッサ６５
６は、その後、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を用いて、ＯＦＤＭシンボル・ストリームを
、時間領域から周波数領域へ変換する。周波数領域信号は、ＯＦＤＭ信号の各サブキャリ
アの個別のＯＦＤＭシンボル・ストリームを備える。各サブキャリアにおけるシンボル、
および基準信号は、ｅＮＢ６１０によって送信された最も可能性の高いコンステレーショ
ン・ポイントを判定することによって復元および復調される。これら軟判定は、チャネル
推定器６５８によって計算されたチャネル推定値に基づきうる。これら軟判定はその後、
復号およびデインタリーブされ、物理チャネル上でｅＮＢ６１０によって送信されたオリ
ジナルのデータおよび制御信号が復元される。データおよび制御信号はその後、コントロ
ーラ／プロセッサ６５９へ提供される。
【００３９】
　[0053]コントローラ／プロセッサ６５９は、Ｌ２レイヤを実現する。コントローラ／プ
ロセッサは、プログラム・コードおよびデータを格納するメモリ６６０に関連付けられう
る。メモリ６６０は、コンピュータ読取可能な媒体と称されうる。ＵＬでは、制御／プロ
セッサ６５９は、コア・ネットワークからの上部レイヤ・パケットを復元するために、伝
送チャネルと論理チャネルとの間の逆多重化、パケット再アセンブリ、解読、ヘッダ伸張
、制御信号処理を提供する。上部レイヤ・パケットは、その後、データ・シンク６６２へ
提供され、それはＬ２レイヤの上のすべてのプロトコル・レイヤを表す。Ｌ３処理のため
にも、データ・シンク６６２へさまざまな制御信号が提供されうる。コントローラ／プロ
セッサ６５９はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするためにアクノレッジメント（ＡＣＫ）
および／または否定的アクノレッジメント（ＮＡＣＫ）プロトコルを用いて、誤り検出を
担当する。
【００４０】
　[0054]ＵＬでは、コントローラ／プロセッサ６５９へ上部レイヤ・パケットを提供する
ために、データ・ソース６６７が使用される。データ・ソース６６７は、Ｌ２レイヤの上
のすべてのプロトコル・レイヤを表す。ｅノードＢ６１０によるＤＬ送信に関して記載さ
れた機能と同様に、コントローラ／プロセッサ６５９は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケット
・セグメント化および並べ替え、および、ｅＮＢ６１０による無線リソース割当に基づく
論理チャネルと伝送チャネルとの間の多重化を提供することによって、ユーザ・プレーン
および制御プレーンのためのＬ２レイヤを実現する。さらに、コントローラ／プロセッサ
６５９はまた、ＨＡＲＱ動作、喪失パケットの再送信、およびｅＮＢ６１０へのシグナリ
ングを担当する。
【００４１】
　[0055]ｅＮＢ６１０によって送信されたフィードバックまたは基準信号から、チャネル
推定器６５８によって導出されたチャネル推定値が、適切な符号化スキームおよび変調ス
キームを選択するために、および、空間処理を容易にするために、ＴＸプロセッサ６６８
によって使用されうる。ＴＸデータ・プロセッサ６６８によって生成された空間ストリー
ムは、個別の送信機６５４ＴＸを介して異なるアンテナ６５２に提供される。各送信機６
５４ＴＸは、送信のために、それぞれの空間ストリームを用いてＲＦキャリアを変調する



(15) JP 6483087 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

。
【００４２】
　[0056]ＵＬ送信は、ＵＥ６５０における受信機機能に関して記載されたものと類似した
方式で、ｅＮＢ６１０において処理される。各受信機６１８ＲＸは、それぞれのアンテナ
６２０を介して信号を受信する。各受信機６１８ＲＸは、ＲＦキャリアへ変調された情報
を復元し、この情報を、ＲＸデータ・プロセッサ６７０へ提供する。ＲＸプロセッサ６７
０は、Ｌ１レイヤを実現しうる。
【００４３】
　[0057]コントローラ／プロセッサ６７５は、Ｌ２レイヤを実現する。コントローラ／プ
ロセッサ６７５は、プログラム・コードおよびデータを格納するメモリ６７６に関連付け
られうる。メモリ６７６は、コンピュータ読取可能な媒体と称されうる。ＵＬでは、制御
／プロセッサ６７５は、ＵＥ６５０からの上部レイヤ・パケットを復元するために、伝送
チャネルと論理チャネルとの間の逆多重化、パケット再アセンブリ、解読、ヘッダ伸張、
制御信号処理を提供する。コントローラ／プロセッサ６７５からの上部レイヤ・パケット
は、コア・ネットワークへ提供されうる。コントローラ／プロセッサ６７５はまた、ＨＡ
ＲＱ動作をサポートするためにＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫプロトコルを用いて、誤り
検出を担当する。コントローラ／プロセッサ６７５、６５９は、ｅＮＢ６１０およびＵＥ
６５０における動作をそれぞれ指図しうる。ＵＥ６５０におけるコントローラ／プロセッ
サ６５９および／またはその他のプロセッサおよびモジュールは、例えば、図１２におけ
る例示的な動作１２００、図１４における動作１４００、および／または、例えば、本明
細書に記載された技法のためのその他の処理の実行または指示を行いうる。ｅＮＢ６１０
におけるコントローラ／プロセッサ６７５および／またはその他のプロセッサおよびモジ
ュールは、例えば、図１３における例示的な動作１３００、図１５における動作１５００
、および／または、例えば、本明細書に記載された技法のためのその他の処理の実行また
は指示を行いうる。態様では、図６に図示された構成要素のうちの何れかにおける１つま
たは複数は、例示的な動作１２００、１４００、１３００、１５００、および／または、
本明細書に記載された技法のためのその他の処理を実行するために適用されうる。
【００４４】
　ＨＡＲＱ動作のための複数の基準サブフレーム構成
　[0058]例えばＬＴＥネットワークのようないくつかの無線通信ネットワークでは、ＦＤ
ＤとＴＤＤとの両方のフレーム構造がサポートされている。ＴＤＤの場合、図７に図示さ
れるように、７つの可能なＤＬおよびＵＬのサブフレーム構成がサポートされている。２
つのスイッチング周期（switching periodicity）、５ミリ秒および１０ミリ秒が存在し
うる。５ミリ秒の周期の場合、一般に、図８に例示されるように、１０ミリ秒の１つのフ
レームに、２つの特別なサブフレームが存在する。１０ミリ秒の周期の場合、一般に、１
つのフレームに、１つの特別なサブフレームが存在する。本開示の方法および装置は、よ
り大きい数の、または、より小さい数の、サブフレーム構成がサポートされる場合に適用
されうることが注目されうる。
【００４５】
　[0059]ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１２では、（例えば、トラフィック適応のための発展型干渉管
理（ｅＩＭＴＡ：ｅｖｏｌｖｅｄ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　
ｆｏｒ　ｔｒａｆｆｉｃ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）としても知られている）実際のトラフ
ィック・ニーズに基づいて、ＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成を動的に適応させるこ
とが可能でありうる。短期間の間に、ダウンリンクで大きなデータバースが必要とされる
のであれば、サブフレーム構成は、例えば、ｃｏｎｆｉｇ＃１（６　ＤＬ：４　ＵＬ）か
らｃｏｎｆｉｇ＃５（９　ＤＬ：１　ＵＬ）へ変更されうる。いくつかのケースでは、Ｔ
ＤＤサブフレーム構成の適応が、６４０ミリ秒よりも遅くないと予想される。極端なケー
スでは、この適応は、１０ミリ秒と同じくらい速いと予想されうる。
【００４６】
　[0060]しかしながら、ある態様では、この適応は、２つ以上のセルが異なるダウンリン
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ク・サブフレームおよびアップリンク・サブフレームを有している場合、ダウンリンクと
アップリンクとの両方への圧倒的な干渉を引き起こしうる。さらに、この適応は、ＤＬお
よびＵＬのＨＡＲＱタイミング管理においていくつかの複雑さをもたらしうる。７つのＤ
Ｌ／ＵＬサブフレーム構成の各々は一般に、自身のＤＬ／ＵＬ　ＨＡＲＱタイミングを有
する。ＤＬ／ＵＬ　ＨＡＲＱタイミングは、（例えば、ＨＡＲＱ動作効率の観点から）各
構成について最適化される。例えば、ＰＤＳＣＨから、対応するＡＣＫ／ＮＡＫへのタイ
ミングは、異なるＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成について（例えば、ＡＣＫ／ＮＡ
Ｋを送信するために、次に利用可能なアップリング・サブフレームがいつ発生するのかに
依存して）、異なりうる。
【００４７】
　[0061]（例えば、図７に図示されるように、または、さらには、より柔軟な適応が必要
であると認められる場合）７つのサブフレーム構成間の動的な切り換えは、現在のＤＬ／
ＵＬ　ＨＡＲＱタイミングが維持されているのであれば、ＤＬ送信またはＵＬ送信のいく
つかについて、ＡＣＫ／ＮＡＫ送信機会が失われうることを示唆している。
【００４８】
　[0062]いくつかの態様では、ｅＩＭＴＡの動作を単純化するために、図９に図示される
ように、単一のＤＬ／ＵＬサブフレーム構成を、多くの物理レイヤ動作のための基準とし
て定義することが可能である。例えば、図９に図示されるように、ＤＬ　ＨＡＲＱ動作は
、フレーム（例えば、半フレーム）で使用されている実際のＤＬ／ＵＬサブフレーム構成
に関わらず、ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成＃５に基づきうる。すなわち、動的なＤＬ／Ｕ
Ｌサブフレーム構成がイネーブルされると、ＤＬ　ＨＡＲＱタイミングは、常に、９：１
　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成＃５に基づきうる。
【００４９】
　[0063]同時に、いくつかの態様では、図９に図示されるように、ＵＬ　ＨＡＲＱ動作は
、フレーム（例えば、半フレーム）で使用されている実際のＤＬ／ＵＬサブフレーム構成
に関わらず、ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成＃０に基づきうる。すなわち、動的なＤＬ／Ｕ
Ｌサブフレーム構成がイネーブルされると、ＵＬ　ＨＡＲＱタイミングは、常に、４：６
　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成＃０に基づきうる。
【００５０】
　[0064]サブフレームの実際の使用は、ｅＮＢスケジューリングに従いうる。例えば、サ
ブフレーム３／４／７／８／９は、ＤＬサブフレームまたはＵＬサブフレームのうちの何
れかでありうる一方、サブフレーム６は、ＤＬサブフレームまたは特別のサブフレームの
何れかでありうる。
【００５１】
　[0065]いくつかの態様では、単一の基準ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成は単純であるが、
特にＵＥの数が大きい場合、ある非効率性を含みうる。例えば、ＤＬ　ＨＡＲＱタイミン
グのための９：１構成＃５は、１つのＵＬサブフレームにおいて９つのＤＬサブフレーム
のためのＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックを必要とし、大きなＵＬ制御オーバヘッドをもた
らす。さらに、これはまた、有効通信範囲をも制限しうる。態様では、ＵＥが、ＤＬ　Ｍ
ＩＭＯで構成されているのであれば、１つのＵＬサブフレームにおいて、１８ビットのＡ
ＣＫ／ＮＡＫがフィードバックされる必要がありうる。いくつかの態様では、９ビットの
ＡＣＫ／ＮＡＫのみがフィードバックされるように、空間的なバンドリングが構成されう
るが、空間的なバンドリングは、あるＤＬスループット損失に関連付けられる。
【００５２】
　[0066]さらに、ＵＬ　ＨＡＲＱタイミングのための４：６サブフレーム構成＃０は、二
重のＰＨＩＣＨリソース確保を必要とし、１つのＤＬサブフレームにおいて２つのＵＬサ
ブフレームをスケジュールする必要がある。その結果、ＤＡＩ（データリング割当インデ
スク）の代わりに、２ビットのＵＬスケジューリング・インデクスが、ＵＬ許可に存在す
る必要がある。いくつかの態様では、ＤＡＩの欠如は、ＰＵＳＣＨにおける非効率的なＡ
ＣＫ／ＮＡＫ動作に至りうる。なぜなら、ＤＡＩは、ＤＬ割当の合計数を示し、これは、
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ＵＥが、喪失したＤＬ許可を検出することを助けるからである。１つのサブフレームにお
ける二重のＰＨＩＣＨリソースはまた、ＤＬオーバヘッドを増加させる。態様では、また
、レガシーＵＥは、ＰＨＩＣＨリソース確保により、４：６構成を示される必要がありう
る。これは、レガシーＵＥが、たのＤＬ／ＵＬサブフレーム構成によって可能である高い
ＤＬスループットを享受できなくなりうることを意味する。
【００５３】
　[0067]しかしながら、本開示の態様は、複数の基準アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ
／ＤＬ）構成を利用することによって、これらの問題のうちの１つまたは複数の対処する
ことを支援しうる。いくつかの態様では、ＤＣＩ（ダウンリンク制御情報）における情報
フィールドは、基準ＵＬ／ＤＬ構成に依存して、異なって解釈されうる。例えば、（例え
ば、ＤＬ送信に応答して）ＵＬにおけるＨＡＲＱ効率を改善するために、（例えば、ＵＬ
　ＨＡＲＱタイミングのための）ＵＬ基準構成がコンフィギュレーション＃０である場合
であっても、（例えば、ＤＣＩフォーマット０および／または４のような）ＵＬ許可にお
ける２ビットのＵＬインデクスは、ＤＬ基準構成が＃０ではないのであれば、ＤＡＩに再
解釈されうる。
【００５４】
　[0068]第１の基準構成は、ＵＬ　ＨＡＲＱのために識別され、第２の基準構成は、ＤＬ
　ＨＡＲＱのために識別され、ＵＬスケジューリングのためのＤＣＩにおける情報フィー
ルドは、第２の基準構成に基づいて解釈されうる。より一般的には、そのような技法は、
第１のリンクのための第１の基準構成を識別し、第２のリンクのための第２の基準構成を
識別し、第２の基準構成に基づいて、第１のリンクにおけるスケジューリングのためのＤ
ＣＩにおける情報フィールドを解釈すること、として記載されうる。
【００５５】
　[0069]したがって、そうすることによって、ＵＬ基準構成が＃０であっても、ＵＬ許可
におけるＤＡＩは、ＤＬ割当の合計数を示すために使用されうる。態様では、１つのＤＬ
サブフレームにおいて２つのＵＬサブフレームを未だにスケジュールする必要があるので
あれば、２つのＵＬサブフレームをスケジュールするために、２つのＰＤＣＣＨが使用さ
れうる。ＰＤＣＣＣＨが向けられているのがどのＵＬサブフレームであるかを識別するた
めに、ＰＤＣＣＨに関連付けられた１つまたは複数の特性が使用されうる。例として、よ
り低い開始（Ｅ）ＣＣＥインデクスを備えたＰＤＣＣＨが、第１のＵＬサブフレームをス
ケジュールするために使用され、より高い開始（Ｅ）ＣＣＥインデクスを備えたＰＤＣＣ
Ｈが、第１のＵＬサブフレームをスケジュールするために使用されうる。
【００５６】
　[0070]実際には、ＤＬヘビー・トラフィックが存在する場合、２つのＵＬサブフレーム
をスケジュールするための必要性は、そのように高くはないかもしれない。結果として、
ＵＬオーバヘッド（例えば、より効率的なＡＣＫ／ＮＡＫペイロード）のために、あるＤ
Ｌオーバヘッド（例えば、２つのＰＤＣＣＨ送信）を許容する価値がありうる。
【００５７】
　[0071]ＤＬ　ＨＡＲＱ基準構成に基づいたアップリンク許可における情報フィールドの
再解釈は、ハードコードまたはシグナルされうる。例えば、いくつかの態様では、ＵＥは
、ＤＬ　ＨＡＲＱ基準構成に基づいて、この情報フィールドをどのように解釈するのかを
決定しうる。代替態様では、ＵＥは、ＤＬ　ＨＡＲＱ基準構成の下で情報フィールドをど
のように解釈するのかを示されうる。
【００５８】
　[0072]いくつかの態様では、動作効率の向上のために、２つ以上の基準構成が、ＤＬ　
ＨＡＲＱおよび／またはＵＬ　ＨＡＲＱのために導入されうる。
【００５９】
　[0073]例えば、少なくとも２つのＤＬ　ＨＡＲＱ基準構成と１つのＵＬ　ＨＡＲＱ基準
構成、１つのＤＬ　ＨＡＲＱ基準構成と少なくとも２つのＵＬ　ＨＡＲＱ基準構成、また
は、少なくとも２つのＤＬ　ＨＡＲＱ基準構成と少なくとも２つのＵＬ　ＨＡＲＱ基準構
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成、でありうる。
【００６０】
　[0074]１つのケースにおいて、２つのＴＤＤスイッチング周期、５ミリ秒および１０ミ
リ秒が存在するとすれば、１つの基準構成が、５ミリ秒のスイッチング周期のために定義
され、別の基準構成が、１０ミリ秒のスイッチング周期のために定義されうる。
【００６１】
　[0075]別のケースにおいて、９：１構成＃５が極端なＤＬ：ＵＬ比を含む一方、その他
すべての構成が、高々４：１のＤＬ：ＵＬ比を有しているとすれば、１つの基準構成が、
９：１構成に基づき、他の基準構成が、４：１のＤＬ／ＵＬ比構成（例えば、構成＃２）
に基づきうる。
【００６２】
　[0076]図１０ａおよび図１０ｂは、２つのＤＬ基準構成および１つのＵＬ基準構成を有
する例示的な使用を例示する。図１０ａは、ＵＬ基準構成がＴＤＤ構成＃０である一方、
第１のＤＬ基準構成がＴＤＤ構成＃５であるケースを例示する。図１０ａに例示されるよ
うに、各ＵＬサブフレームは、９つのＤＬサブフレーム（例えば、特別なサブフレームを
含む）のためのＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックを提供する。
【００６３】
　[0077]図１０ｂは、ＵＬ基準構成＃５が第２のＤＬ基準ＴＤＤ構成＃２と組み合わせて
使用される別のケースを例示する。このケースでは、各ＵＬサブフレームは、４つのＤＬ
サブフレーム（例えば、特別なサブフレームを含む）のためのＡＣＫ／ＮＡＫフィードバ
ックを提供する。
【００６４】
　[0078]図１１ａおよび図１１ｂは、２つのＤＬ基準構成および２つのＵＬ基準構成を有
する例示的な使用を例示する。図１１ａに例示されるように、第１のセットには、ＤＬ／
ＵＬサブフレーム構成＃５のＤＬ基準構成と、ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成＃０のＵＬ基
準構成とが存在しうる。図１１ｂに例示されるように、第２のセットは、ＤＬ／ＵＬサブ
フレーム構成＃２のＤＬ基準構成と、ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成＃１のＵＬ基準構成と
を有しうる。
【００６５】
　[0079]このケースでは、より効率的なＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックのために、スケジ
ュールされた合計数のＤＬサブフレームを示すために、ＵＬ許可にＤＡＩが存在しうる。
【００６６】
　[0080]いくつかの態様では、異なる基準ＵＬ／ＤＬ構成が、さまざまな手法でシグナル
されうる。
【００６７】
　[0081]例えば、ＤＬ　ＨＡＲＱおよび／またはＵＬ　ＨＡＲＱ動作のための２つ以上の
基準構成が、準静的または動的にシグナルされうる。準静的なシグナリングは、ブロード
キャスト（例えば、ＳＩＢ１）またはユニキャスト（例えば、ＲＲＣ構成）の形態であり
うる。動的なシグナリングも、ブロードキャスト（例えば、ＰＣＦＩＣＨを用いた。ここ
では、ＰＣＦＩＣＨ値が、最大４つの基準構成のうちの１つを示すために用いられるよう
に、ＰＢＣＨにおけるＰＨＩＣＨが「拡張された持続時間」に設定されうる）、または（
例えば、ＤＬおよび／またはＵＬ割当におけるＤＣＩの一部として）ユニキャストの形態
でありうる。準静的なシグナリングは、例えば、ｅＮＢが、ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成
の動的な適応における効率と柔軟性との良好または最良のトレードオフを提供するために
、準静的な手法で、実際のトラフィック、および／または、関連付けられたネットワーク
の付加状態に基づいて、最良の基準構成を決定しうるようないくつかのケースでは、好適
でありうる。
【００６８】
　[0082]あるいは、ＤＬおよび／またはＵＬのＨＡＲＱ動作のための基準サブフレーム構
成は、例えばＵＥによって、暗黙的に導出されうる。例として、アンカ・サブフレームが
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、送信方向（例えばＵＬまたはＤＬ）の変更のないサブフレームである場合、ｅＮＢは、
ＵＥに１セットのアンカ・サブフレームを示しうる。態様では、シグナリングは、ビット
マップ・ベースでありうる。例えば、シグナリングにおいて、アンカ・サブフレームとし
て示されるＵサブフレームは、動的な方式でＤまたはＳに変わることは、ＵＥによって期
待されない。同様に、アンカ・サブフレームとして示されたＤまたはＳのサブフレームは
、動的な方式でＵに変わることは、ＵＥによって期待されない。その結果、基準構成は、
ＤＬおよびＵＬのＨＡＲＱ動作それぞれのために、ＵＥによって、アンカ・サブフレーム
のセットに基づいて決定されうる。例として、ＵＥは、アンカ・サブフレームのセットに
基づいて、および、その他すべての非アンカ・サブフレームがＤサブフレームまたはＳサ
ブフレームであると仮定して、ＤＬ　ＨＡＲＱ動作のための基準サブフレーム構成を決定
しうる。同様に、ＵＥは、アンカ・サブフレームのセットに基づいて、および、その他す
べての非アンカ・サブフレームがＵＬサブフレームであると仮定して、ＵＬ　ＨＡＲＱ動
作のための基準サブフレーム構成を決定しうる。
【００６９】
　[0083]態様では、ＤＬ　ＨＡＲＱ基準構成は、ＵＬ　ＨＡＲＱ基準構成から別々に定義
されうる。あるいは、ＤＬ　ＨＡＲＱおよびＵＬ　ＨＡＲＱのための基準構成は、共同で
定義されうる。
【００７０】
　[0084]ＤＬおよび／またはＵＬ　ＨＡＲＱ動作は、基準サブフレーム構成の１つまたは
複数のセットに基づいて、主要なアプリケーションとして記載されているが、基準構成の
うちの１つまたは複数のセットはさらに、その他の機能のために使用されうることが注目
されうる。例として、周期的なチャネル状態情報（例えば、フィードバック）、スケジュ
ーリング要求、サウンディング基準信号等のうちの１つまたは複数のようなアップリンク
制御情報（ＵＣＩ）は、基準サブフレーム構成のうちの１つまたは複数のセットに基づい
て送信されうる。ＵＥは、ＵＬ基準サブフレーム構成の代わりに、ＤＬ基準サブフレーム
構成に基づいて、ＵＣＩ、特に、周期的な特性のこれらを送信することを控えうる。ＵＣ
Ｉのための構成の１つまたは複数セットは、基準サブフレーム構成のうちの１つまたは複
数のセットの各々に関連付けられたＵＥのために構成されうる。
【００７１】
　[0085]図１２は、例えば、ＵＥによって実行された例示的な動作１２００を例示する。
１２０２において、ＵＥは、アップリンクにおける送信のために、ＨＡＲＱ動作の基準（
例えば、ＨＡＲＱタイミング）として用いる第１の基準サブフレーム構成を識別しうる。
１２０４において、ＵＥは、ダウンリンクにおける送信のために、ＨＡＲＱ動作の基準と
して用いる第２の基準サブフレーム構成を識別しうる。１２０６において、ＵＥは、第１
および第２の基準サブフレーム構成に基づいて、アップリンクおよびダウンリンクで、少
なくともノード（例えば、別のノード）と通信しうる。
【００７２】
　[0086]いくつかの態様では、ＵＥはさらに、アップリンクにおいて送信するための、お
よび、ダウンリンクにおいて受信するための、現在のサブフレーム構成を識別しうる。こ
こにおいて、現在のサブフレーム構成は、第１または第２の基準サブフレーム構成のうち
の少なくとも１つとは異なる。
【００７３】
　[0087]態様では、ダウンリンクにおける送信のための第２の基準サブフレーム構成が、
少なくとも２つの基準サブフレーム構成から識別される。態様では、少なくとも２つの基
準サブフレーム構成は、時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ
）サブフレーム構成＃２およびＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成＃５、または、５ミ
リ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成および１０ミリ秒のスイ
ッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成、のうちの少なくとも１つを備える
。
【００７４】
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　[0088]いくつかの態様では、ＵＥはさらに、アップリンクにおけるスケジューリングの
ために、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットにおける情報フィールドを、第２
の基準サブフレーム構成に基づいて解釈しうる。ここでは、少なくとも１つの第２の基準
サブフレーム構成について、アップリンクにおけるスケジューリングのために、ＤＣＩフ
ォーマットにおける情報フィールドを、第２の基準サブフレーム構成に基づいて解釈する
ことは、アップリンク・インデクス・フィールドを、ダウンリンク割当の合計数を示すダ
ウンリンク割当フィールド、または、スケジュールされるべき１つまたは複数のアップリ
ンク・サブフレームを示すアップリンク・インデクス・フィールド、のうちの少なくとも
１つとして解釈することを含む。
【００７５】
　[0089]いくつかの態様では、ダウンリンクにおける送信のための、少なくとも、第２の
基準サブフレーム構成は、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して準静的に受
信される。ある態様では、アップリンクにおける送信のための、少なくとも、第１の基準
サブフレーム構成は、システム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ１を含むブロードキャスト
・シグナリングを介して受信される。
【００７６】
　[0090]いくつかの態様では、ＵＥはさらに、アップリンクのためのＨＡＲＱタイミング
、スケジューリング・タイミング、またはＨＡＲＱ処理の数のうちの少なくとも１つを、
第１の基準サブフレーム構成に基づいて決定し、ダウンリンクのためのＨＡＲＱタイミン
グ、またはＨＡＲＱ処理の数のうちの少なくとも１つを、第２の基準サブフレーム構成に
基づいて決定しうる。
【００７７】
　[0091]いくつかの態様では、ＵＥはさらに、周期的なスケジューリング要求および周期
的なチャネル状態情報フィードバックのうちの少なくとも１つの送信を、第２の基準サブ
フレーム構成に基づいて決定しうる。
【００７８】
　[0092]いくつかの態様では、ＨＡＲ動作は、ＨＡＲＱタイミングを含みうる。
【００７９】
　[0093]図１３は、例えば、ｅＮＢのような基地局によって実行される例示的な動作１３
００を例示する。１３０２において、ｅＮＢは、アップリンクで送信するために、ハイブ
リッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）動作のための基準（例えば、ＨＡＲＱタイミング）とし
て用いる第１の基準サブフレーム構成を識別しうる。１３０４において、ｅＮＢは、ダウ
ンリンクで送信するために、ＨＡＲＱ動作のための基準として用いる第２の基準サブフレ
ーム構成を識別しうる。１３０６において、ｅＮＢは、第１および第２の基準サブフレー
ム構成に基づいて、アップリンクおよびダウンリンクで少なくとも１つのＵＥと通信しう
る。
【００８０】
　[0094]いくつかの態様では、ダウンリンクにおける送信のための第２の基準サブフレー
ム構成は、５ミリ秒のスイッチング周期の時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリ
ンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成、または、１０ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成のうちの少なくとも１つから識別される。
【００８１】
　[0095]いくつかの態様では、ｅＮＢはさらに、アップリンクにおけるスケジューリング
のために、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットにおける情報フィールドで情報
を提供しうる。この情報は、第２の基準サブフレーム構成に基づいて提供され、情報フィ
ールドはアップリンク・インデクス・フィールドを備え、情報フィールドはアップリンク
・インデクス・フィールドを備え、少なくとも１つの第２の基準サブフレーム構成につい
て、アップリンクにおけるスケジューリングのために、ＤＣＩフォーマットにおける情報
フィールドで情報を提供することは、ダウンリンク割当の合計数を示すダウンリンク割当
情報、または、スケジュールされるべき１つまたは複数のアップリンク・サブフレームを
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示す情報、のうちの少なくとも１つを、アップリンク・インデクス・フィールドで提供す
ることを含む。
【００８２】
　[0096]いくつかの態様では、ダウンリンクにおける送信のための、少なくとも、第２の
基準サブフレーム構成は、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して準静的にシ
グナルされる。ある態様では、アップリンクにおける送信のための、少なくとも、第１の
基準サブフレーム構成は、システム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ１を含むブロードキャ
スト・シグナリングを介してシグナルされる。
【００８３】
　[0097]いくつかの態様では、ｅＮＢはさらに、ＢＳがＵＥと通信するネットワークの負
荷、または、実際のトラフィックに基づいて、アップリンクにおける送信、または、ダウ
ンリンクにおける送信のうちの少なくとも１つのための別の基準サブフレーム構成を識別
しうる。
【００８４】
　[0098]いくつかの態様では、ＨＡＲＱ動作は、ＨＡＲＱタイミングを含みうる。
【００８５】
　[0099]図１４は、例えば、ＵＥによって実行された例示的な動作１４００を例示する。
１４０２において、ＵＥは、第１のリンクにおける送信のためのハイブリッド自動反復要
求（ＨＡＲＱ）タイミングのための基準として用いるための第１の基準アップリンク／ダ
ウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成を、少なくとも２つの基準ＵＬ／ＤＬサブフ
レーム構成からなる第１のセットから識別しうる。１４０４において、ＵＥは、第２のリ
ンクにおける送信のためのＨＡＲＱタイミングのための基準として用いるための第２の基
準アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成を、少なくとも１つの基
準ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成からなる第２のセットから識別しうる。ここにおいて、第
１のリンクは、アップリンクおよびダウンリンクのうちの１つを備え、第２のリンクは、
アップリンクおよびダウンリンクのうちの他方を備える。１４０６において、ＵＥは、第
１および第２の基準ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成に従って、ＨＡＲＱ処理に参加しうる。
【００８６】
　[0100]図１５は、例えばｅＮＢのような基地局によって実行される例示的な動作１５０
０を例示する。１５０２において、ｅＮＢは、第１のリンクにおける送信のためのハイブ
リッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）タイミングのための基準として用いるための第１の基準
アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成を、少なくとも２つの基準
ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成からなる第１のセットから識別しうる。１５０４において、
ｅＮＢは、第２のリンクにおける送信のためのＨＡＲＱタイミングのための基準として用
いるための第２の基準アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成を、
少なくとも１つの基準ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成からなる第２のセットから識別しうる
。ここにおいて、第１のリンクは、アップリンクおよびダウンリンクのうちの１つを備え
、第２のリンクは、アップリンクおよびダウンリンクのうちの他方を備える。１５０６に
おいて、基地局は、第１および第２の基準ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成に従って、ＨＡＲ
Ｑ処理に参加しうる。
【００８７】
　[0101]したがって、本開示の態様は、複数のサービスからの干渉または潜在的に干渉す
る信号によって引き起こされる干渉を緩和、抑制、および／または、除去するために、干
渉緩和、干渉抑制、および／または、干渉除去を含む干渉管理の問題に対処する。態様で
は、本方法および装置は、チャネル状態情報フィードバック、スケジューリング要求、ま
たはサウンディング基準信号のうちの少なくとも１つのための構成からなる少なくとも２
つのセットを受信することと、使用するための構成の少なくとも２つのセットからの１つ
のセットを、識別された第１のセットと、識別された第２のセットとのうちの少なくとも
１つに基づいて決定することと、を含む。態様では、本方法および装置は、第２の基準Ｕ
Ｌ／ＤＬサブフレーム構成に基づいて、制御情報を第１のリンクで送信するか否かを判定
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することを含む。
【００８８】
　[0102]開示された処理のステップの具体的な順序または階層は、典型的なアプローチの
例示であることが理解される。設計選択に基づいて、これら処理におけるステップの具体
的な順序または階層は、再構成されうることが理解される。さらに、いくつかのステップ
は、結合または省略されうる。方法請求項は、さまざまなステップの要素を、サンプル順
で示しており、示された具体的な順序または階層に限定されないことが意味される。
【００８９】
　[0103]さらに、用語「または」は、排他的な「または」ではなく、包括的な「または」
を意味することが意図されている。すなわち、別に指定されていない場合、あるいは、文
脈から明らかではない場合、例えば「Ｘは、ＡまたはＢを適用する」という句は、自然な
包括的な置き換えのうちの何れかを意味することが意図されている。すなわち、例えば「
Ｘは、ＡまたはＢを適用する」という句は、以下の例のうちの何れによっても満足される
。ＸはＡを使用する。ＸはＢを使用する、あるいは、ＸはＡとＢとの両方を使用する。さ
らに、本願および特許請求の範囲で使用されているような冠詞「ａ」および「ａｎ」は、
特に指定されていない場合、あるいは、単数を対象としていることが文脈から明らかでは
ない場合、一般に、「１または複数」を意味するものと解釈されるべきである。アイテム
のリストのうちの「少なくとも１つ」を称する句は、単数を含むこれらアイテムのうちの
任意の組み合わせを称する。例として、「ａ、ｂ、またはｃのうちの少なくとも１つ」は
、ａ、ｂ、ｃ、ａ－ｂ、ａ－ｃ、ｂ－ｃ、およびａ－ｂ－ｃをカバーすることが意図され
ている。
【００９０】
　[0104]前述の記載は、いかなる当業者であっても、ここで開示されたさまざまな態様を
実現できるように提供される。これらの態様に対するさまざまな変形例は、当業者に容易
に明らかになり、本明細書に定義された一般的な原理は、他の態様にも適用可能である。
したがって、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されず、請求項の文言と
首尾一貫したすべての範囲が与えられることが意図されており、ここで、単数形による要
素への参照は、明確に述べられていないのであれば、「１および１のみ」を意味するので
はなく、「１または複数」を意味することが意図されている。特に明記されていない限り
、用語「いくつか」は、１または複数を称する。当業者に周知であるか、または、後に周
知になるべき本開示を通じて記載されたさまざまな態様の要素に対するすべての構造的お
よび機能的な等価物が、参照によって本明細書に明確に組み込まれており、請求項に含め
られていると意図される。さらに、本明細書で開示された何れも、このような開示が請求
項において明示的に述べられているかに関わらず、公衆に対して放棄されたものとは意図
されていない。請求項の要素が、「～する手段」という文言を用いて明示的に示されてい
ないのであれば、請求項の何れの要素も、ミーンズ・プラス・ファンクション（ｍｅａｎ
ｓ　ｐｌｕｓ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）として解釈されるべきではない。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ユーザ機器（ＵＥ）による無線通信のための方法であって、
　アップリンクにおける送信のための、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）動作のた
めの基準として用いるための第１の基準サブフレーム構成を識別することと、
　ダウンリンクにおける送信のための、ＨＡＲＱ動作のための基準として用いるための第
２の基準サブフレーム構成を識別することと、
　前記第１および前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて、前記アップリンクおよび
前記ダウンリンクで、少なくとも１つのノードと通信することと、を備える方法。
［Ｃ２］
　前記アップリンクにおける送信および前記ダウンリンクにおける受信のために、現在の
サブフレーム構成を識別することをさらに備え、ここにおいて、前記現在のサブフレーム
構成は、前記第１または前記第２の基準サブフレーム構成のうちの少なくとも１つとは異
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なる、をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記ダウンリンクにおける送信のための第２の基準サブフレーム構成は、少なくとも２
つの基準サブフレーム構成から識別される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記少なくとも２つの基準サブフレーム構成は、時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／
ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成＃２およびＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレー
ム構成＃５、または、５ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構
成および１０ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成、のうち
の少なくとも１つを備える、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記アップリンクにおけるスケジューリングのために、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ
）フォーマットにおける情報フィールドを、前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて
解釈すること、ここにおいて、前記情報フィールドは、アップリンク・インデクス・フィ
ールドを備える、をさらに備え、
　ここにおいて、少なくとも１つの第２の基準サブフレーム構成について、前記アップリ
ンクにおけるスケジューリングのために、ＤＣＩフォーマットにおける情報フィールドを
、第２の基準サブフレーム構成に基づいて解釈することは、ダウンリンク割当の合計数を
示すダウンリンク割当フィールド、または、スケジュールされるべき１つまたは複数のア
ップリンク・サブフレームを示すアップリンク・インデクス・フィールド、のうちの少な
くとも１つとして、前記アップリンク・インデクス・フィールドを解釈することを含む、
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記ダウンリンクにおける送信のための少なくとも前記第２の基準サブフレーム構成は
、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して準静的に受信される、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ７］
　前記アップリンクにおける送信のための少なくとも前記第１の基準サブフレーム構成は
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ１を含むブロードキャスト・シグナリングを介
して受信される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記アップリンクのためのＨＡＲＱタイミング、スケジューリング・タイミング、また
はＨＡＲＱ処理の数のうちの少なくとも１つを、前記第１の基準サブフレーム構成に基づ
いて決定することと、
　前記ダウンリンクのためのＨＡＲＱタイミング、またはＨＡＲＱ処理の数のうちの少な
くとも１つを、前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて決定することと、をさらに備
えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　周期的なスケジューリング要求および周期的なチャネル状態情報フィードバックのうち
の少なくとも１つの送信を、前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて決定すること、
をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　ＨＡＲＱ動作は、ＨＡＲＱタイミングを含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　基地局（ＢＳ）による無線通信のための方法であって、
　アップリンクにおける送信のための、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）動作のた
めの基準として用いるための第１の基準サブフレーム構成を識別することと、
　ダウンリンクにおける送信のための、ＨＡＲＱ動作のための基準として用いるための第
２の基準サブフレーム構成を識別することと、
　前記第１および前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて、前記アップリンクおよび
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前記ダウンリンクで少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）と通信することと、を備える方
法。
［Ｃ１２］
　前記ダウンリンクにおける送信のための第２の基準サブフレーム構成は、５ミリ秒のス
イッチング周期の時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブ
フレーム構成、または、１０ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレー
ム構成のうちの少なくとも１つから識別される、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記アップリンクにおけるスケジューリングのために、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ
）フォーマットにおける情報フィールドで情報を提供すること、前記情報は、前記第２の
基準サブフレーム構成に基づいて提供され、ここにおいて、前記情報フィールドは、アッ
プリンク・インデクス・フィールドを備える、をさらに備え、
　ここにおいて、少なくとも１つの第２の基準サブフレーム構成について、前記アップリ
ンクにおけるスケジューリングのために、ＤＣＩフォーマットにおける情報フィールドで
情報を提供することは、ダウンリンク割当の合計数を示すダウンリンク割当情報、または
、スケジュールされるべき１つまたは複数のアップリンク・サブフレームを示す情報、の
うちの少なくとも１つを、アップリンク・インデクス・フィールドで提供することを含む
、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記ダウンリンクにおける送信のための少なくとも前記第２の基準サブフレーム構成は
、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して準静的にシグナルされる、Ｃ１１に
記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記アップリンクにおける送信のための少なくとも前記第１の基準サブフレーム構成は
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ１を介してシグナルされる、Ｃ１１に記載の方
法。
［Ｃ１６］
　前記ＢＳが前記ＵＥと通信するネットワークの負荷、または、実際のトラフィックに基
づいて、前記アップリンクにおける送信、または、前記ダウンリンクにおける送信のうち
の少なくとも１つのための別の基準サブフレーム構成を識別すること、をさらに備えるＣ
１１に記載の方法。
［Ｃ１７］
　ＨＡＲＱ動作は、ＨＡＲＱタイミングを含む、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１８］
　無線通信のための装置であって、
　アップリンクにおける送信のための、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）動作のた
めの基準として用いるための第１の基準サブフレーム構成を識別し、
　ダウンリンクにおける送信のための、ＨＡＲＱ動作のための基準として用いるための第
２の基準サブフレーム構成を識別し、
　前記第１および前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて、前記アップリンクおよび
前記ダウンリンクで、少なくとも１つのノードと通信する、
　ように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと、を備える装置。
［Ｃ１９］
　前記プロセッサはさらに、前記アップリンクにおける送信および前記ダウンリンクにお
ける受信のために、現在のサブフレーム構成を識別するように構成され、ここにおいて、
前記現在のサブフレーム構成は、前記第１または前記第２の基準サブフレーム構成のうち
の少なくとも１つとは異なる、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記ダウンリンクにおける送信のための第２の基準サブフレーム構成は、少なくとも２
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つの基準サブフレーム構成から識別され、前記少なくとも２つの基準サブフレーム構成は
、５ミリ秒のスイッチング周期の時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（Ｕ
Ｌ／ＤＬ）サブフレーム構成、および１０ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌサブフレーム構成を備える、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記プロセッサはさらに、前記アップリンクにおけるスケジューリングのために、ダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットにおける情報フィールドを、前記第２の基準サ
ブフレーム構成に基づいて解釈するように構成され、ここにおいて、前記情報フィールド
は、アップリンク・インデクス・フィールドを備える、と、
　少なくとも１つの第２の基準サブフレーム構成について、前記アップリンクにおけるス
ケジューリングのために、ＤＣＩフォーマットにおける情報フィールドを、前記第２の基
準サブフレーム構成に基づいて解釈することは、前記アップリンク・インデクス・フィー
ルドを、ダウンリンク割当の合計数を示すダウンリンク割当フィールド、または、スケジ
ュールされるべき１つまたは複数のアップリンク・サブフレームを示すアップリンク・イ
ンデクス・フィールド、のうちの少なくとも１つとして解釈することを含む、Ｃ１８に記
載の装置。
［Ｃ２２］
　前記プロセッサはさらに、前記ダウンリンクのための少なくとも前記第２の基準サブフ
レーム構成を、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して準静的に受信するよう
に構成された、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記アップリンクのための少なくとも前記第１の基準サブフレーム構成は、システム情
報ブロック（ＳＩＢ）タイプ１を含むブロードキャスト・シグナリングを介する、Ｃ１８
に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記プロセッサはさらに、前記アップリンクのためのＨＡＲＱタイミング、スケジュー
リング・タイミング、またはＨＡＲＱ処理の数のうちの少なくとも１つを、前記第１の基
準サブフレーム構成に基づいて決定し、
　前記ダウンリンクのためのＨＡＲＱタイミング、またはＨＡＲＱ処理の数のうちの少な
くとも１つを、前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて決定する、ように構成された
、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２５］
　無線通信のための装置であって、
　アップリンクにおける送信のための、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）動作のた
めの基準として用いるための第１の基準サブフレーム構成を識別し、
　ダウンリンクにおける送信のための、ＨＡＲＱ動作のための基準として用いるための第
２の基準サブフレーム構成を識別し、
　前記第１および前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて、前記アップリンクおよび
前記ダウンリンクで少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）と通信する、
　ように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサに接続されたメモリと、を備える装置。
［Ｃ２６］
　前記ダウンリンクのための前記第２の基準サブフレーム構成は、少なくとも時分割複信
（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）サブフレーム構成＃２またはＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成＃５、または、５ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成または１０ミリ秒のスイッチング周期のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
サブフレーム構成、のうちの少なくとも１つから識別される、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記プロセッサはさらに、前記アップリンクにおけるスケジューリングのために、ダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットにおける情報フィールドで情報を提供し、前記
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情報は、前記第２の基準サブフレーム構成に基づいて提供され、ここにおいて、前記情報
フィールドは、アップリンク・インデクス・フィールドを備える、ように構成され、
　ここにおいて、少なくとも１つの第２の基準サブフレーム構成について、前記アップリ
ンクにおけるスケジューリングのために、ＤＣＩフォーマットにおける情報フィールドで
情報を提供することは、ダウンリンク割当の合計数を示すダウンリンク割当情報、または
、スケジュールされるべき１つまたは複数のアップリンク・サブフレームを示す情報、の
うちの少なくとも１つを、アップリンク・インデクス・フィールドで提供することを含む
、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記プロセッサはさらに、前記ダウンリンクのための少なくとも前記第２の基準サブフ
レーム構成を、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して準静的にシグナルする
ように構成された、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記プロセッサはさらに、前記アップリンクのための少なくとも前記第１の基準サブフ
レーム構成を、システム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ１を含むブロードキャスト・シグ
ナリングを介してシグナルするように構成された、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記プロセッサはさらに、前記装置が前記ＵＥと通信するネットワークの負荷、または
、実際のトラフィックに基づいて、前記アップリンクまたは前記ダウンリンクのうちの少
なくとも１つのための別の基準サブフレーム構成を識別するように構成された、Ｃ２５に
記載の装置。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(28) JP 6483087 B2 2019.3.13

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０Ａ】
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【図１０Ｂ】 【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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